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　厚生労働省の「技術革新（AI等）
が進展する中での労使コミュニケー
ションに関する検討会」（座長：守島
基博 学習院大学経済学部経営学科教
授・一橋大学名誉教授）は先ごろ、
AI等の技術革新が進展するなかでの
労使コミュニケーションの重要性を提
言する報告書をとりまとめた。
　同検討会は、労働政策審議会労働政
策基本部会報告書（2019年9月に労
政審で了承）が、AI等の新技術につ
いて、人口減少下において生産性向上
と経済成長の源泉となり、労働条件の
改善等に資する一方で、複雑で高度な
業務をも代替する結果、労働者の職務
や配置の変更などの雇用のあり方に影
響を及ぼしうるとしたことを受け、
2019年12月に設置。以降、アンケー
ト調査データや企業等の取り組みをヒ
アリングすることで、AI等の技術革

新が進展するなかでの労使間のコミュ
ニケーションの実態や課題把握につい
て議論を重ねてきた。

実態把握

新技術導入で専門的組織編成が重要

　報告書では、新技術導入時の労使コ
ミュニケーションの状況について、
JILPTのアンケート調査結果などから
実態を明らかにしている。それによれ
ば、調査対象企業のうち約３割が過去
５年間にAI等の新技術を導入し、そ
のうち約半数の企業で労使協議が実施
されていた。その他の企業は「経営判
断であるため必要がなかったから」な
どの理由で協議を実施していなかった。
　導入前後に協議を行った場合、「現
場の意見が反映され、効果的な実施に
つながった」「従業員の理解を得て、

導入・運用が計画通り進ん
だ」などの効果があったと
回答した企業は約９割に及
んでいる。
　また、新技術導入の際に
専門的組織（専門の部署や

プロジェクトチーム等）を編成した場
合、「教育訓練制度の見直し」や「従
業員の納得感が高まり、円滑に実施」
につながったとする割合も高い傾向が
示された。
　報告書では、AI等の新技術を定着・
運用するための方法として、専門的組
織を編成することが重要である可能性
が示唆された、としている。

新技術導入の目的を労使で認識共有

　一方、報告書では、新技術導入に積
極的に取り組んでいる企業にヒアリン
グをすることで、新技術の導入・活用
に関する労使コミュニケーションの実
態も明らかにしている（表）。
　それによれば、多くの事例で、新技
術導入に際して、その目的や必要性に
ついて、労働者と認識を共有したうえ
で、意見集約や協議を重ねており、導

【政労使の動き】

デジタル新技術の進展が産業・企業・労働者に 
及ぼす影響への対応

――�厚労省検討会報告、経産省検討会実践ガイドライン、連合報告、経団連規制�
改革要望

� 調査部
　デジタル技術革新の進展に伴い、働く人や職場に与える影響も広がっている。厚生労働省は先ごろ、AI等

の技術革新が進むなかでの労使コミュニケーションの重要性を指摘する検討会報告を公表。経済産業省も７

月、全ての事業者が実施すべき行動目標や実践例などで構成するAI原則実践のためのガイドラインを公表し

た。一方、ナショナルセンターの連合も技術革新が産業や労働者などに与える影響について、労働組合とし

て検討すべき課題を整理。経団連は、DX等を推進する際に障害となる規制について、緩和や撤廃を働きか

ける2021年度の規制改革要望をとりまとめている。政労使の報告等のポイントをまとめた。

ＡＩ等の新技術の導入では労使コミュニケーシ
ョンの活性化が有効

――厚生労働省検討会報告
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入後も説明会でフォロー
することに取り組むこと
で、新技術の円滑で効果
的な導入・運用が図られ
ていた。
　また、新技術導入の目
的は、生産性向上の成果
により働き方改革や労働
者の負担軽減を実現する
ことであり、人員削減で
はないという点について、
労使が認識を共有してい
る事例も多い。
　新技術の導入により生
産性が向上し、収益の増
加やコストの削減、作業
時間の削減などの成果が
あった場合には、賃金の
増加、労働時間の短縮な
どの形で成果を労働者に
分配するという視点を、
労使コミュニケーション
を通じて共有している事
例もみられた。
　さらに、新技術の導入
に伴い、業務の方法の変
更や、業務の削減に伴う
担当業務の変更などの影
響が生じる場合には、導
入した新技術が労働者に
効果的に活用されるよう
に、研修の実施などデジタル技術を利
用できる人材の育成に注力している企
業もみられた。新技術の導入による職
種の転換に伴い、人事制度について、
新たな職域にチャレンジする労働者を
積極的に評価する仕組みに改定した企
業もあった。

労働組合の協議で多様な意見を集約

　報告書では、積極的な労使コミュニ
ケーションの枠組みのあり方として、

労働組合との協議の重要性についても
強調している。
　具体的には、労働組合がある企業の
多くで、経営側が、集団的な労使関係
について、多様な労働者から本音の意
見を集約し、課題等を把握できること
から、労使双方に資する形で新技術を
導入するために不可欠な枠組みと認識
し、積極的に評価していたことをあげ
た。
　一方、労働組合がない企業において

も、集団的なコミュニケーションの枠
組みを設けている事例がみられた。具
体的には、役員を含めた全労働者を構
成員とする労使の協議体を、会社単位、
事業所単位、課・グループの職場単位
で常設し、会社の業績や見込み、方向
性などの情報を労使で共有したうえで、
賃金、労働時間等の労働条件、福利厚
生、各職場での課題など、階層に応じ
たテーマについて定期的に協議を行い、
課題解決を図っている事例がみられた。

＜労働組合がある企業（企業の取組の事例）＞
事例 企業 取組のポイント

1
日本電気株式会社
（ＮＥＣ）

【電気機器製造】

・�従来からの労使協議に加え、会社による意見集約・発信も行い、多角的なチャネルを重視（従業員サーベイ、社内WEB
サイトでの発信、社長による行脚）。
・�社内変革プロジェクトで、働き方改革、業務プロセスの改善、コミュニケーションの変革に取り組む。施策を始める当たり、
社員を巻き込むことでコミットメントが高まる。RPA�の活用を推進し、人事評価項目として業務改善への取組を重視。

2 太陽生命保険株式会社
【生命保険】

・�トップのリーダーシップの下、IT化を進め契約手続の完全ペーパーレスや査定の自動化を実現。事務の一般職の業務を営
業支援や訪問サービスに拡大、職種定義も変更。人事評価制度（評価基準）、教育訓練の内容の変更に取り組む。IT化に
より事務量が大幅に削減されたため、一定期間一般職の新卒採用を抑制したが、新たなサービスを提供するため、採用再開。
・生産性向上の成果により、賞与増、ベースアップや、65歳への定年延長、役職定年廃止も実現。

3 武州工業株式会社
【金属製品製造】

・�自社開発の総合情報管理システムで生産工程の管理を行うほか、作業状況を「見える化」するアプリを活用し、改善に繋
げ生産性を向上。
・�会社の利益を従業員と折半することについて組合と合意。生産性が向上し利益が上がった分は従業員に賞与として還元す
ることとしており、毎月の業績を労使で共有。

4 株式会社ヒロハマ
【金属製品製造】

・�過去の機械化の際の反省を活かし、労使関係の改善に成功。組合と協議して職能資格制度を作り、給料・人事考課・教育
に連動。定期的な個別の面談を通じて本人の将来のキャリアについても認識を共有。
・�画像処理検査装置の導入は組合も異論なく、担当者のスキルアップや配置転換をした。現場からの細かい改善活動の積み
重ねを重視。

＜労働組合がある企業（労働組合の取組の事例）＞
事例 企業 取組のポイント

5

三井住友海上労働組合
（三井住友海上火災保
険株式会社）
【損害保険】

・�デジタル化については、労使協議機関を通じて、その目的、目指す姿、雇用の維持の３点を労使で確認。組合の働きかけ
により人事部が説明動画を作成し、従業員に発信。業務効率化の推進役となるデジタルアンバサダーを現場の従業員から
選任。組合でもアンケートにより業務削減・効率化項目を提言。人材育成についても組合員意識調査を行い、結果を会社
と共有し、必要な研修について提言。組合でも意見集約の際にアンケートシステムやWEB会議を活用。

6
ＫＤＤＩ労働組合
（ＫＤＤＩ株式会社）
【情報通信】

・�公式、非公式なものを含め労使協議のチャネルが充実。会社による経営方針説明を踏まえ、組合が組合員の意見を集約し、
要望を提出。組合では、年３回一斉に実施する職場会等�face�to�face�の機会を重視。有期契約の契約社員も組合員として
いるほか、非組合員である嘱託社員、管理職も全チャネルにてカバーしている。
・RPA�の職場での導入は職場ごとの労使で対応

7
ボッシュ労働組合
（ボッシュ株式会社）
【輸送用機械器具製造】

・�労使の協議機関は重層的に設置。会社と従業員とのコミュニケーションの取組として、満足度調査、職場懇親会なども実施。
社内SNSやアプリを活用し、全従業員が全世界の従業員との意見交換や情報へのアクセス等が可能。
・�業務改善のための新技術の導入などは従業員からの改善提案や意見収集の仕組みの中でアイデアが出され、独自の生産管
理システムの導入につながった部分もある。
・RPA�はチームを作って推進。勉強会を実施し、従業員のアイデアを実現

＜労働組合がない企業＞
事例 企業 取組のポイント

8 株式会社リコー
【電子機器製造】

・�会社の発展と個人の幸福の一致を図るという理念の下、役員と全従業員が会員の懇談会を各階層に常設（職場懇談会、事
業所懇談会、中央懇談会）し、職場の課題等を解決。賞与等については経営側が中央懇談会に諮問し、答申を受けて決定。
経営に関することや業績も共有。

9 株式会社ベイシア
【総合スーパー】

・�AIを使ったレジ混雑予測システム等、新しい取組の際は、最初の店舗でパート社員を含む現場の従業員でチームを作り、
意見を集めながら運用ルールを策定。他店舗への展開に当たっては、勉強会等により導入の目的等を浸透させ円滑に導入。�
・�労働組合はなく、個別の意見、苦情には個別の面談、相談窓口で対応。社内イントラネットで会社から情報発信し、それ
にコメントすることも可能。

10 株式会社楓の風
【訪問看護、通所介護】

・�タブレットでクラウドを活用した情報の共有、会議、時間管理、上司との相談等を行い、生産性を向上。事業目的の共有
を重視。
・訪問看護用の車への�AI�搭載ドライブレコーダー設置には反発もあったが、目的を説明し納得を得た。

11 株式会社荒木組
【総合建設】

・�グループウェアによる情報共有や、ドローンによる測量を導入。各種データを共有する一方で、日頃からの�face�to�face�
のコミュニケーションも大切にし、情報に応じてデジタルとアナログを使い分けたコミュニケーションを促進。
・�実践的教育訓練「アラキ・アカデミー」では、従業員だけでなく協力会社の職長も対象とし、スキルアップ、健康・安全
意識の共有を目的とした研修を実施。

12
有限会社協和デンタ
ル・ラボラトリー
【歯科技工】

・�立場によらず各チームでざっくばらんに話し合う「ワイガヤ勉強会」を隔週で開催し、会社への不満や業務改善提案等に
ついて意見交換を実施。業務改善に反映。
・新システム開発のチームには社長を入れず、現場の意見を反映できるよう工夫。
・労使で話し合い、合意を得た上で各拠点をオンラインで接続するモニター設置等のデジタル化を推進。

13 株式会社Ｍｉｒｉｚ
【保険代理店】

・�従業員満足度アンケートの実施と改善への反映、働き方ガイドブックの作成、グループウェアを活用した日報の共有と朝
礼での活用、半年に一度の人事面談等を通じたコミュニケーションの実施。
・�新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、社長の発信やセミナー等により社員の意識を変え、労使で話し合いの上でテ
レワーク、オンライン営業を導入。拠点間を常時接続するなど要望を踏まえて運用方法を改善。

＜地域における取組＞
事例 地域 取組のポイント

14 長野県
・�個別の企業では解決できない課題の解決や、技術革新等に対応できない企業を地域社会全体で支えることを目的として、
県内の関係者（労使団体、産業界、官公庁、大学、金融機関等）で構成される働き方改革の推進に関する会議体の下に地
域別や産業分野別の会議体を設置。産業・労働分野における実効性のある取組を実現するための対話の枠組を構築。

※「技術革新（AI�等）が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会　取組事例集」より作成。

表　新技術の導入・活用事例と取り組みのポイント
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　また、新技術の導入の際に、現場の
労働者を含むプロジェクトチームなど
の専門組織を作り、その意見を反映さ
せながら円滑な導入を実現している事
例もあった。
　なお、報告書では、企業の枠組みを
超えた地域単位、産業単位での労使コ
ミュニケーションを図っている事例も
取り上げている。具体的には、都道府
県単位の会議体の下で、産業構造や地
域実態を踏まえて、労使団体に加えて
産業界、官公庁、大学、金融機関など
の地域の関係団体が参画する地域別や
産業分野別の協議体を立ち上げ、産業・
労働分野における実効性ある取り組み
の実現に向けたコミュニケーションを
試みていた。
　その他、労使コミュニケーションの
方法として、クラウド、グループウェ
ア等のICTツールを用いて、労働者が
自由に情報発信、情報共有、意見交換
をできる場を設定している事例も多く
みられた。

労使を取り巻く環境変化

労使コミュニケーションが個別化

　報告書は、新技術導入に伴う労使コ
ミュニケーションの実態を把握したう
えで、近年の労使関係を取り巻く環境
変化と労使コミュニケーションへの影
響についても整理している。
　まず、近年の経済・企業経営や労働
環境の変化として、1990年代～2000
年代前半の長期の経済停滞による雇用
情勢の悪化により、若年層を中心とし
た非正規雇用労働者が増加したことを
あげている。
　一方、企業の人事管理の見直しのな
かで、従来の年功型賃金制度を業績・
成果主義型の賃金制度に見直す動きも
みられた。経済のサービス化に伴い産

業構造も変化し、仕事や働き方の多様
化、労働者の職業意識や価値観の多様
化も進展。非正規雇用労働者の増加や
経済のサービス化などの変化により、
労働組合組織率は趨勢的に低下した。
　報告書は、これらの変化に加え、個
別の労使コミュニケーションの拡がり
についても触れている。業績・成果主
義型の人事評価制度の定着に伴い、個
別の目標・評価は個々の上司と部下の
間のコミュニケーションを通じて決定
され、それが処遇に影響する傾向が強
まった。また、ICTツールにより企業
から労働者への直接のコンタクトが容
易になることで、個別のコミュニケー
ションの機会も増加している。

非正規・フリーランス増加で労使 
コミュニケーションの主体にも拡がり

　一方、労使コミュニケーションの主
体も拡がりをみせた。報告書は、現場
の基幹的業務を担う非正規雇用労働者
が増えるなかで、新たに非正規雇用労
働者も労使コミュニケーションの主体
として組み入れる労働組合や企業の動
きもみられることを指摘している。
　また、組織のフラット化等が進むな
かで、管理職についても働く者として
コミュニケーションのあり方を考慮す
る必要があるとした。
　さらに、ICT化により仕事の非集団
化・個別化が促進され、フリーランス
等の雇用関係によらない働き方をする
者も増加した。報告書では、フリーラ
ンス等の雇用関係によらない働き方の
者の声を拾い上げる取り組みも必要と
した。

サイバー空間のコミュニケーションが
労使コミュニケーションにも影響

　さらに、報告書は、サイバー空間上
のコミュニケーションの進展に伴う労

使コミュニケーションの課題もあげた。
具体的には、新型コロナウイルスの感
染拡大を契機に急速にテレワークが拡
大しているが、対面等の従来の働き方
に揺り戻すような動きもみられること
などを指摘。労使コミュニケーション
においても、デジタルと対面それぞれ
の利点を活かし、バランス良く取り入
れることが重要としている。
　また、ソーシャルメディアの進展に
伴う労使コミュニケーションの課題と
しては、SNSなどのコミュニケーショ
ンツールが多様化し、その影響力も大
きくなっていることを指摘した。
　SNSへの書き込みがいわゆる「炎
上」することにより、企業の安定的な
経営を脅かすケースも発生し、企業経
営上のリスクになっている。例えば、
労働者が職場で受けた不本意な処遇・
取り扱い等について、SNS上に会社名
が特定される形で書き込み、社内での
問題を公にした場合に、SNS上で非常
に多くの参加者から共感を得ることで
社会的な批判が巻き起こり、当該企業
や労働者が影響を受ける事象が発生し
ている。
　報告書では、労働者の価値観が多様
化する一方、企業が組織として速やか
に考え方の変化に対応していくことは
容易ではなく、これにより個人と企業
との間で労働環境に関する考え方が乖
離し、労働条件等について労使で話し
合いをする際、前提となる認識のずれ
によるコミュニケーション不全（ディ
スコミュニケーション）が生じやすく
なっていると指摘している。

今後の課題や方向性

労使コミュニケーションにより労使
双方の利益になる解決策を見出す

　これらを踏まえ、報告書は今後の課
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題や方向性として、技術革新が進展す
るなかにおける労使コミュニケーショ
ンの重要性と求められる内容について
示した。
　まず、労使コミュニケーションの重
要性としては、働く現場で新技術を活
用する際には、現場の実情を的確に把
握したうえで導入する必要があり、労
使コミュニケーションが十分に行われ
なかった場合には、現場の実態に合わ
ない形で導入されることや、労働者の
納得感が得られないこと等により、生
産性向上が達成されず、経済成長に影
を落とす結果となることが懸念される、
としている。
　その一方で、求められる労使コミュ
ニケーションの内容として、各企業が 
DX（デジタルトランスフォーメー
ション）による変革を実現するにあ
たって、その動きに乗り遅れる労働者
を多数生じさせることなく進めていく
ことが必要であり、労働者が業務方法
や職務の変更、キャリアチェンジに対
応するためのスキルアップ、スキル転
換に前向きに取り組めるようにするこ
とが重要とした。
　そのためには、企業が新技術を活用
する目的について、労使で認識を共有
することが不可欠であり、生産性向上
に伴う成果の適切な分配についても労
使で認識を共有することも、労働者の
企業へのエンゲージメントを高め、意
欲的・積極的な取り組みを促進するこ
とにつながる、とした。そのうえで、
労働者のキャリア形成に向けて企業が
求めるスキルや人材像、必要な研修等
について労使で認識を共有し、企業が
労働者のキャリア形成支援や人材育成
に取り組むことも重要としている。
　また、新技術の活用により生産性を
上げていくためには、新技術導入の影
響や実態を把握しつつ、労使の認識や

価値観をすり合わせ、双方の利益にな
る解決策を見出していく労使コミュニ
ケーションの取り組みが不可欠として
おり、その際には労使が将来を見据え
ながらパートナーとして共通の利益を
目指し、双方向のコミュニケーション
を行うことが望まれるとしている。

新技術活用に関する専門組織設置を

　報告書は、個別の企業における取り
組みの方向性も示した。具体的には、
個別の企業において、まず、労使コミュ
ニケーションの必要性や労使双方に
とっての有用性について、労使（経営者、
労働者、労働組合）が改めて認識を共
有することで、労使コミュニケーショ
ンの取り組みを促進すべき、とした。
　また、非正規雇用労働者、管理職、
職業意識が変化する若年層、ギグワー
カーやクラウドワーカー等の新しい働
き方等にも目配りするコミュニケー
ションの模索も必要としている。
　一方、労働組合には、「幅広い労働
者の意見を集約する役割が一層期待さ
れる」とした。一方、労働組合がない
企業においても、「積極的に労働者の
意見を吸い上げる環境構築が求められ
る」とした。
　報告書では、新技術導入・活用にあ
たり、労使コミュニケーションを促進
するための工夫例として、以下をあげ
ている。
・ 新技術の活用に関する専門の組織（恒

常的な部署やプロジェクトチーム
等）の設置

・ グループウェア、社内SNSを通じた、
情報発信、情報共有、意見収集

・ 新技術導入の課題について経営者層
と直接的・継続的な協議機会の設定

企業の労使を超える課題にも対応を

　一方、報告書では、技術革新による

産業構造の変化への対応や労働者の
キャリア形成・雇用維持の方策は、個
別の企業を超えた課題であることも指
摘。技術革新の進展が社会全体に影響
を与えることから、個別の企業の労使
を超える課題も含めて、業種・産業レ
ベル、地域レベル、全国レベルでの労
使コミュニケーションの取り組みが求
められるとした。
　さらに、従来の労使コミュニケー
ションの枠組みではカバーできていな
い労働者やそのような枠組みから距離
を置く者を、社会全体としてどのよう
に労使コミュニケーションの主体とし
ていくかも課題としている。

相談窓口の設置で不満・苦情に対応

　報告書は、デジタル技術によりコ
ミュニケーションが変化するなかでの
労使コミュニケーションの課題につい
ても盛り込んだ。具体的には、企業が
労使コミュニケーションに取り組む際
には、ソーシャルメディアの普及など、
時代の変化に応じて労働者の労働環境
に関する考え方も変化していることか
ら、企業と労働者との間での認識の違
いを埋める姿勢が求められる、とした。
　また、企業の対応に不満を持つ労働
者が、社内の労使コミュニケーション
を通じては不満を解消できずに、SNS 
上で対外的に不満を訴えることも可能
であり、実際に企業が損害を受ける事
例があることも念頭に置く必要がある
と指摘。こうした事態を招かないため
にも、社内で不満を表明しやすく、表
明しても不利にならない雰囲気、企業
文化を醸成することや、相談窓口など
労働者の不満・苦情を処理できる仕組
みを設け、実際に機能させることなど、
社内の労使コミュニケーションを実効
性のあるものにすることが求められる
とした。
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　経済産業省の「AI原則の実践の在
り方に関する検討会（座長：渡部俊也・
東京大学未来ビジョン研究センター教
授）」は７月、「AI原則実践のための
ガバナンス・ガイドラインver.1.0」
を策定した。AIの社会実装の促進に
必要な対応を支援すべく、AIシステ
ムの開発・運用等にかかわる全ての事
業者が実施すべき行動目標を提示して
いる。また、プライバシー配慮や複数
事業者間での対応について、仮想的な
実践例も示している。AIシステムの
開発・運用に関わる事業者の取引等で
広く参照されることや、AI原則の実
践に関するステークホルダーの共通認
識の形成を通じて、各社の自主的な取
り組みを後押しする。

ＡＩの社会実装の促進を支援

　ガイドラインはその狙いを、AIの
社会実装の促進のため、事業者が実施
すべき「行動目標」を提示すること、
およびそれぞれの「行動目標」に対す
る仮想的な「実践例」などを例示する
こととしている。
　「行動目標」はAIシステムの開発・
運用等に関わる全ての事業者が実施す
べきものとする一方、「実践例」は各
事業者の個別具体的な状況までは考慮
されていないため、採否は事業者の任
意に委ねられるとしている。
　なお、ガイドラインは9月15日まで
パブリックコメントの募集が行われた。
今後、意見募集を受けて検討会で審議
し、バージョンの改訂を行う予定だと
いう。

AIシステムの定義

　ガイドラインはAIシステムの定義
について、OECDの定義を参考にし
たうえで、「深層学習を含む様々な方
法からなる、教師あり、教師なし、強
化学習を含む機械学習アプローチを用
いたシステムであって、人間が定義し
た特定の目的のために、現実または仮
想環境に影響を与えるような予測、助
言、決定を行う性能を有するシステム」
としている。深層学習や機械学習を対
象範囲とする一方、いわゆる広義の人
工知能は対象としていない（図１）。
　ただし、「人間の判断を代替しうる
ものであって、利用者から判断過程が
見えにくいソフトウェア等については、
機械学習アプローチを用いていない場
合であっても、必要に応じて本ガイド
ラインを参照することが期待される」
としている。

法的拘束力はなく自主的な 
取り組みを後押しするもの

　ガイドラインに法的拘束力はなく、
「AIシステムの開発・運用等に関わ
る事業者の取引等で広く参照されるこ
とや、AI原則の実践に関するステー
クホルダーの共通認識の形成を通じて、

各社の自主的な取り組みを
後押しすることが期待され
る」としている。
　また、ガイドラインの対
象は、「AIシステム開発者」

「AIシステム運用者」「デー
タ事業者」の３者。「AIシステム開発
者」は、自身で運用または他者に提供
するためのAIシステムを開発する者
を指す。「AIシステム運用者」は、自
身で利用または他者に利用させるため
にAIシステムを運用する者であって、
AIシステムの運用や性能維持等に一
定の責任を負う者を指す。「データ事
業者」は、AIシステムの学習等のた
めに、不特定多数から収集したデータ、
特定の者から取得したデータ、事業者
が自ら用意したデータのいずれかまた
はそれらを組み合わせたデータ、ある
いはそれらに加工を施したデータを他
者に提供する者を指す。

AI技術の発展への適合には 
継続的な評価が必要

　ガイドラインは、AI技術の発展に
アジャイル（機動的）に適合していく
ためには、ガバナンスやマネジメント
システムの継続的な評価が必要として
いる（図２）。具体的には、「AIマネ
ジメントシステム及び個々のAIシス
テムの運用状況について説明可能な状
態を確保する」「ステークホルダーと
の一層円滑なコミュニケーションのた
めに、これらの情報をコーポレートガ
バナンス・コードの非財務情報に位置

ＡＩ原則実践のための事業者へのガイドラインを提示
――経済産業省検討会

図１　太枠が本ガイドラインの対象範囲

広義の人工知能

機械学習

深層学習
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づけ、積極的に開示する」「開示しな
い場合には、その理由等を説明できる
ようにしておく」などとしている。

AIは人材不足を解消しうるが
懸念も

　ガイドラインはAIシステムのメ
リットとして「人材不足の解消、生産
性の向上、高付加価値事業の開発など、
ビジネスにとって正のインパクトをも
たらしうる」ことを指摘する。
　他方、「AIシステムの開発や運用に
は、意図せずして公平性を損なってし
まったり、安全性の問題が生じたりす
るなど、AI特有のリスクも伴う」と
の懸念も示した。

目標からの乖離は適切な 
プロセスで評価を

　ガイドラインは、AIシステムを利
用する目標からの乖離に対する対応に
ついて、「乖離により生じる影響を評
価した上、負のインパクトが認められ

る場合、その大きさ、範囲、発生頻度
等を考慮して、その受容の合理性の有
無を判定し、受容に合理性が認められ
ない場合にAIの開発・運用の在り方
について再考を促すプロセスを、AI
システムの設計段階、開発段階、利用
開始前、利用開始後などの適切な段階
に組み込むべき」としている。
　さらに、AIガバナンス・ゴール（AI
を利活用するうえでのポリシー等）と
の乖離評価については「AIシステム
の開発や運用に直接関わっていない者
が加わるようにすべき」「乖離がある
ことのみを理由としてAIの開発・提
供を不可とする対応は適当ではない」
「乖離評価は負のインパクトを評価す
るためのステップであって、改善のた
めのきっかけにすぎない」などと指摘
している。

正負のインパクト双方に留意を

　ガイドラインは、AIシステムを開
発・運用する企業が取るべき対応につ
いて、「AIシステムがもたらしうる正

負のインパクト、AIシステムの開発
や運用に関する社会的受容、自社の
AI習熟度を考慮しつつ、設定に至る
プロセスの重要性にも留意しながら、
自社のAIガバナンス・ゴールを設定
するか否かについて検討すべきであり、
潜在的な負のインパクトが軽微である
ことを理由にAIガバナンス・ゴール
を設定しない場合には、その理由等を
ステークホルダーに説明できるように
しておくべき」としている。
　そのうえで、内閣府が2019年に公
表し、プライバシー確保や公平性、説
明責任及び透明性の原則をうたった
「人間中心のAI社会原則」を引用し、
「『人間中心のAI社会原則』が十分に
機能すると判断した場合は、自社の
AIガバナンス・ゴールに代えて『人
間中心のAI社会原則』をゴールとし
てもよい」としている。

プライバシー配慮の実践例を紹介

　ガイドラインは上記のような行動目
標を示すだけでなく、企業における実

図２　マネジメント体制の整備とリスク管理のための行動目標をアジャイル・ガバナンスの枠組みに沿って提示
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践例も紹介している。
　例えばプライバシーへの配慮では、
「当社ではAIシステム利用者から得
られたデータに基づいたAIシステム
を開発・運用している。AI原則の実践、
特にプライバシー確保の原則の実践に
あたっては、AIモデルの構築とアウ
トプットへの配慮だけではなく、AI
モデルに対するインプットデータの扱
いへの配慮が必要であると認識してい
る。当社には個人情報の扱いに関する
豊富な経験があるが、そうであっても
社外の取り組みに積極的に目を向ける
べきであると考えている。そこで、
AIマネジメント担当者に対して、乖
離評価プロセスを構築するにあたって
社外の取り組みを調査するように指示
した」といった例を紹介している。
　また、AIシステムの利用者のリテ
ラシーに関しては、「サービス提供相
手のAIに関するリテラシーに大きな
幅があることが予想されることから、
当社では、AIシステムの運用にあたり、
適切なリスク管理を行い、負のインパ
クトを最小限にするための措置をとっ
ていることや、情報の厳格な安全管理
を行っていることなど、リスクに関連
する情報を、不慣れな消費者でも理解
できるようにわかりやすく整理して提
供するとともに、問い合わせ先を明確
にしている」「AIを使っていることを

わかりやすく表示するとともにAIを
利用したときのメリットとデメリット
を明示している」「AI機能を好まない
AIシステム利用者には代替サービス
があることも表示している」といった
例を紹介している。

複数事業者間の不確実性への
対応は負担の適切な分配を

　ガイドラインは、一事業者での対応
だけでなく、複数の事業者が関係する
場合の対応についても示している。
　例えばデータセットの準備およびシ
ステムの開発・運用に際しては、全て
のプロセスを一事業者で取り組むので
はなく、複数事業者で取り組むことも
想定される。ガイドラインはその場合
の対応を「負のインパクトを全体で最
小化できるようにAIシステムの不確
実性への対応負担を複数事業者間で分
配すべき」としている。

複数事業者間の対応についても
実践例を紹介

　ガイドラインは、複数事業者間の実
践例も紹介している。例えば、あくま
で他社が開発したAIシステムを運用
しているという立場の場合は、「最終
的な法的責任の所在はともかく、AI
システム利用者に対して直接サービス
を提供しているのは当社である以上、

当社が運用しているAIシステムにつ
いて利用者から説明を求められた場合
に、少なくとも一次的にこうした要求
に対応する責任の一切を免れることは
できないことと、十分な説明ができな
い場合に当社にレピュテーションリス
クが生じることに気がついてからは、
開発者の協力を得ながら、リスク低減
のためにAIシステム運用者ができる
ことを行い、必要に応じてそのことを
説明していくという方針に変えた」と
いう例を紹介している。
　また、自社が保有するデータを他社
に提供して、AIシステムの開発を他
社に委託するケースでは、「当社は、
現在保有するデータを集めてAIシス
テムの開発者に提供してしまえば、
データを扱うプロであるAIシステム
開発者がデータに必要な処理を行って
くれ、当社が希望するAIシステムを
開発してくれるものだと誤って認識し
ていた」という場合は、「AIシステム
開発者の側で対応できることには限界
があること」などを理解したうえで、
「データ提供段階であってもAIシス
テムの開発・運用のライフサイクルの
重要な一部であることを踏まえ、複数
事業者間の不確実性への対応負担につ
いて再検討する」という例を紹介して
いる。
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　労働組合のナショナルセンターであ
る連合（芳野友子会長）では、2019
年11月から、本部のメンバーで構成
する「AI／IoT対応チーム」を設置し、
AIやIoTなどの技術革新が産業や労働
者などに与える影響を調査してきた。
対応チームはこのほど報告書をまとめ、
労働組合の視点で検討が必要だと考え
る課題項目を整理した（表）。報告書は、
AIによる雇用の喪失を過度に恐れる
必要はないが、社会全体での対応が必
要などと指摘。企業が技術革新の導入
を進める際は、労使による事前協議が
必要であることを労使共通の基本的考
え方とすべき、などとしている。

有識者からもヒアリング

　対応チームでは、報告書の作成にあ
たって、AIやIoTなどの技術革新に関
するさまざまな調査報告や、有識者か
らのヒアリング結果も踏まえた。①社
会における課題②プライバシーと人権
の課題③雇用における課題④労働組合
の視点――の４点に焦点をあて、課題
を提起している。報告書は連合として
のAI・IoTなどに対する考え方や方針
を示すものではないが、政策の策定や
組織内での検討の参考にしてほしいと
している。

社会における課題

世界からみて遅れているデジタル化

　社会における課題について報告書は、
まず、技術の進展状況を確認。わが国
については、スイス国際経営開発研究

所の「世界デジタル競争力ランキング
2020」で27位となっている例などを
あげて、「デジタル化の遅れが指摘さ
れている」とし、「とりわけ『人材育成』
『技術変革』の観点でその他先進諸国
に著しく見劣りする結果となってい
る」としている。

企業のOJTに依存でIT人材不足

　人材育成について、「大幅な人材不
足となることが見込まれており、その
対策は喫緊の課題であると各所で指摘
されている」とし、特にIT人材の不
足が課題となっていると言及。日本で
は、企業のOJTに依存していること
を指摘するとともに、企業外のリカレ
ント教育も脆弱とし、そうしたリカレ
ント教育システムの現状はわが国の
IT人材不足と「無関係ではないと推
察される」との見方を示した。

人材育成の包括的制度設計を

　こうした状況から、必要となる対策
として、「労働組合を含むあらゆるス
テークホルダーが参画する枠組みを構
築した上で、人材育成における包括的
な制度設計に向けた議論を行うことが

必要」と提言。リカレント
教育・学び直しなど、生涯
学習の観点から必要な教
育環境の整備が急務だと
した。
　また、企業の人的投資に

対して政府が積極的に支援することも
呼びかけ、「社会全体での学び直しの
体系整備に向けた産官学労一体となっ
た検討」などを提起した。

プライバシーと人権の課題

個人情報でプロファイリングが
可能に

プライバシーと人権の課題では、ビッ
グデータとAIによって個人や企業の
情報を収集、推測（＝プロファイリン
グ）できるようになったことや、個人
が情報のあり方を自ら決定したとして
も、情報の濫用や漏洩のリスクは継続
するとの現状を紹介。また、慶応義塾
大学の山本龍彦教授の言葉を引用し、
今後の情報の自己決定権は、「個々の
情報処理に関する個別の『同意』とい
うよりも、どのプラットフォームない
しネットワークに自己情報の運用・管
理を任せるかという『大きな自己決定』
を重視する方向になる」とする。

スコアリングでレッテル貼りの危険

　差別の問題も提起している。例えば、
スコアリングによるバイアスがあると

技術革新の導入を進める際は労使による 
事前協議が基本

――連合がAI・IoT への対応に関する報告書を発表

表　報告書があげる労働組合として課題検討が必要と考える視点の７項目

◆ＡＩによる雇用の喪失を過度に恐れる必要はないが、社会全体での対応が必要
◆「公正な移行」のための労働組合が参画する社会対話の実現
◆リカレント教育などの人材育成に取り組む
◆ＤＸ分野における雇用創出とディーセントワークをめざす
◆人事分野などにおけるＡＩの活用では労使での慎重なチェックが必要
◆新技術による社会的課題解決に向けて「誰一人取り残さない」対応が必要
◆企業が技術革新の導入を進める際は労使による事前協議が必要
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いう。
　スコアリングとは、「対象を属性情
報や行動情報によって点数化し、様々
な優先順位づけをすること」。集団を
対象としたものだが、それによって、
個人がレッテルを貼られることになり
かねないと指摘する。
　また、「AIのアルゴリズムや学習プ
ロセスに問題があると、偏った情報に
よって誤った判断基準が形成されると
いう問題がある」とも訴えている。

採用・人事のAI活用ルールが
未整備

　採用活動や人事分野で、AIが活用
されることの弊害も問題提起する。
AIによるデータ分析の活用が、すで
に企業の採用活動や人事評価で始まっ
ているが、「人事分野におけるAIの活
用については、学習データに偏りがあ
るために生じる差別、学習データやそ
のアルゴリズムが見えないことによる
公平性への疑問、またそれにより不利
益を受ける可能性など、まだ議論が成
熟しておらず、ルールが未整備な部分
が多い」と現状を分析。「日本企業は、
AIを使用していることを公表しない
企業が多いが、AIやプロファイリン
グを使用することを公表すべき」と主
張している。

国民にわかりやすい周知を

　日本社会と企業のあるべき方向性と
して、2020年情報通信白書での考察
の内容を引用し、「日本では、個人情
報の提供について他国と同等レベルの
認知度がありながらも、その扱いに不
安を感じている人の割合が多いことが
分かる。そして国内におけるルールや
環境の未整備により国民が抱える不安
は、日本企業が個人データの活用で他
国に大きく出遅れている要因の一つと

なっている可能性がある」との見方を
示したうえで、「個人情報の活用につ
いて、法整備などが急がれるが、国民
への分かりやすい周知と、国民自らが
自分の個人情報をコントロールできる
という認識が重要」と強調している。

雇用の課題

今までは機械化よりも非正規
雇用を選択

　雇用の課題について報告書はまず、
雇用への影響を論じたさまざまな推計
結果などを紹介。「米国の雇用者の
47％が今後10～20年の間に機械への
代替リスク（自動化可能性）70％以上」
としたオックスフォード大学のオズ
ボーン准教授とフレイ博士による推計
や、東京大学大学院の松尾豊教授の「人
工知能により人間が仕事を奪われるの
ではなく、『人間が企画し、機械に実
行させる』という方向へ今後はシフト
していくことになるだろう」「雇用の
喪失を過度に恐れる必要はない」との
コメントなどを紹介したうえで、日本
の雇用にかかわる論点を提示している。
　まず、日本の技術革新への投資の遅
れに言及する一方、IT化に遅れてい
るからこそ、機械代替リスクがドイツ
や米国などに比べ小さいと指摘。また、
日本では、機械化よりも、中程度のス
キルが求められるルーティン業務を担
う非正規雇用を活用したほうが、経営
者にとって効率がよかったと振り返っ
た。

AIによる代替が徐々に進む 
可能性あり

　雇用がなくなるのかという点につい
ては、人手不足をアルバイトやパート
などでまかなうこともままならない状
況の職場では、「人手に頼らないオペ

レーションを強く進めざるを得ず、自
動化・機械化の動きは現に加速してい
る」とみる一方で、企業内に専門家を
要するという意味では雇用を増やす可
能性もあると指摘。中長期的には、「人
的コストとAI投資コストがどのよう
に変化するかを見定めることにより、
AIによる代替が徐々に進んでいく可
能性はある」とし、「中スキルのルー
ティン業務をAI化していくイメージ
は、企業規模が大きいほど持っている
と考えられる」とした。

産業転換では「公正な移行」の
確保を

　労働移動やリカレント教育をめぐる
点では、「DXの進展に伴う産業構造
の大きな転換においては、雇用など社
会・経済への負の影響を最小限にとど
める『公正な移行』を確保する必要が
ある」と指摘する一方、「企業におけ
る人材育成やシステムの導入・運用な
どデジタル化に対応するためのコスト
の増大」や「中小企業を中心に本来は
企業が主体で取り組むべき働く者の学
び直しや職業能力開発が実施できない
こと」などが課題となるとした。
　これらの課題に対処するためには、
定量的かつ定性的に、経済・社会に負
の影響をもたらすリスクにさらされて
いる産業や労働者、地域コミュニティ
を支援するための政策などを、「社会
対話を通じて検討」することが重要だ
と強調。検討の観点として、政府・地
方行政・労働者・使用者などの関係当
事者が参画する枠組みの構築や、影響
に関する課題の洗い出しと対応策の検
討、雇用労働行政の関与などをあげた。
　リカレント教育については、「DX
の進展をはじめとする変化し続ける社
会に適応し、個人が生涯にわたって学
び続ける社会を実現するため、誰もが
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学びたいときに学べる環境を整える必
要がある」と提言している。

報告書の要点

雇用の影響には社会全体で対応を

　報告書は最後に、AIやIoTの進展に
対する労働組合の視点に立って、要点
を整理。「AIによる雇用の喪失を過度
に恐れる必要はないが社会全体での対
応が必要」としながらも、「今後は労
働者が担うべき仕事が質的に変化する
ことが考えられる」として、雇用の影
響に対しては社会全体で対応していく
ことが必要だと強調した。
　また、「公正な移行」のための労働
組合が参画する社会対話の実現を提唱
し、まずは労使で事前に協議し、連合
など労働組合が国・地方自治体や経営
諸団体に対し、地域活性化の視点も含
め、積極的に働きかけていく必要があ

ると主張している。

労組も人材育成の制度設計に関与を

　リカレント教育などの人材育成につ
いては、「労働組合としても、人材育
成における包括的な制度設計に向けた
議論への積極的な参画や、企業におけ
る従業員の能力開発施策の構築および
各種環境整備に向けた労使協議の活性
化などが求められる」と強調。AIの
活用にあたっては、「ステークホルダー
全体への長期的な利益のバランスを確
保したうえで、従来の雇用に加え新た
に創出される雇用においても『ディー
セントワーク』を実現することが大切
である」ことも強調した。

人事でのAIのみの判断は適切
ではない

　人事分野でのAI活用では、現段階
では、AIのみによる判断は「適切で

はないと言わざるを得ない」と断言し、
人事分野にAIを導入する場合は「求
められる人事労務管理、役割に対する
人事制度・評価制度の構築などを行う
ためにも、先を見越した研究と労使間
の情報共有を行っていく必要がある」
としている。
　さらに、労使による事前協議の必要
性を強調。「企業が技術革新の導入を
進める際は、労使による事前協議が必
要であることを、労使共通の基本的な
考え方として浸透するよう、連合とし
て働きかけていく取り組みが求められ
る」としている。
　協議する具体的な項目や事例などに
ついて幅広く情報収集するとともに、
常に研究を重ね、関係各所に発信して
いくことが求められるなどとも指摘し
た。
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　日本経済団体連合会（経団連）は９
月、「2021年度規制改革要望――DX
と規制改革の循環を確立する」（以下、
要望）を公表した。経団連は毎年度、
規制改革にかかる希望を公表している
が、今年度はデジタルトランスフォー
メーション（DX）を中心に据えた。
要望は、持続可能な成長にはDXの加
速が不可欠と指摘したうえで、規制体
系をデジタル化時代にふさわしい形に
抜本的に見直すよう求めている。具体
的には、給与明細・源泉徴収票の電子
化推進、時間単位の年次有給休暇の取
得制限の撤廃、マイナンバーを活用し
た雇用保険手続きの簡素化等をあげて
いる。

持続可能な成長にはDXが不可欠

　はじめに要望は、基本的考え方とし
て、わが国が新型コロナウイルス感染
症の影響を乗り越え持続可能な成長を
実現していくためには、感染の早期収
束と経済活動の両立に全力で取り組む
とともに、Society 5.0を見据えてDX
を加速させ、社会的課題を解決してい
くことが不可欠と指摘している。
　そのうえで、DXを推進するために
は、社会に網の目のように張り巡らさ
れている規制体系を、デジタル化時代
にふさわしい形に抜本的に見直してい
くことが欠かせないと主張している。

コロナ禍で積み残された規制
改革について検討を提起

　昨年来のコロナ禍での政府の規制・
制度改革について、要望は「非対面・

非接触型の新たな生活様式を見据えた
規制・制度改革を推進してきた。わが
国のデジタル化の遅れを認識し、
Society 5.0時代の規制・制度に向け
て一歩踏み出したことの意義は大き
い」と評価する一方、「積み残された
課題も未だ存在する」とも指摘してい
る。
　そのうえで、新しい生活様式のもと
テレワークが加速的に普及した一方で、
この動きに見合った労働法制の見直し
は十分ではないことや、裁量労働制や
有給休暇取得制度を含め、旧来の発想
を超えた検討が急がれるとしている。

オプトアウト方式で給与明細・
源泉徴収票の電子化を推進

　昨年度から引き続き要望する改革と
して、①給与支払明細書、給与所得の
源泉徴収票の電子化に向けた本人承諾
の見直し②企画業務型裁量労働制の対
象業務の拡大③時間単位の年次有給休
暇の取得制限の撤廃④フレックスタイ
ム制の柔軟化⑤労働分野の行政手続き
における電子申請の利便性向上⑥労働
契約承継手続きの電子化――などを掲
げている。
　所得税法では、給与支払明細書や給
与所得の源泉徴収票を電子的に交付す
るためには、あらかじめ受給者に対し、
その方法の種類および内容を示し、か
つ承諾を得なければならないとされて
いる。
　これについて要望は、書面から電子
的交付に移行する際、意思表明しない
従業員も「非承諾」と見なさざるを得

ないため、大半の受給者が
電子的交付を望んでいる
実態がありながら、意向確
認に長期間を要し、結果と
して企業単位での取り組
みが進展しない実情があ

ることを指摘している。
　そのうえで要望は、書面から電子的
交付への移行について、受給者が明示
的に承認しない場合（未回答者の場合）
は電子的交付を行えるとする、いわゆ
るオプトアウト方式の導入を提案して
いる。電子的交付に移行した後に、受
給者から書面での交付を望む意思表示
があれば支払者（交付者）が従うとす
ることにより、受給者の選択は担保さ
れるとしている。

企画業務型裁量労働制の 
対象業務の拡大を

　労働基準法は企画業務型裁量労働制
について、一部の業務のみを対象とし
ているが、要望は「経済のグローバル
化や産業構造の変化が急速に進み、企
業における業務が高度化・複合化する
今日において、業務実態と乖離してお
り、円滑な制度の導入、運用を困難な
ものとしている」と指摘している。
　そのうえで要望は、働き方改革関連
法案の審議段階で削除された「課題解
決型提案営業」と「裁量的にＰＤＣＡ
を回す業務」について、早期に対象に
追加することを提案している。また、
６月に公表された「裁量労働制実態調
査」の結果も踏まえた議論を行い、対
象業務を早期に拡大すべきとしている。

時間単位の年次有給休暇の 
取得制限撤廃

　コロナ禍では、在宅勤務が普及する
とともに、休暇を取りながらテレワー
クを行う「ワーケーション」を推進す

DX 分野で規制改革を要望
――経団連
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る動きもみられるなど、時間単位の年
次有給休暇の活用が有効な新しい働き
方が進みつつある。
　しかしながら、時間単位の年次有給
休暇は、取得日数の上限が年５日と定
められているため、導入効果が限定的
で制度化しにくいとの指摘もある。
　そこで要望は、多様で柔軟な働き方
を推進する観点から、時間単位年休の
取得制限を撤廃することや、年５日の
年休付与義務の履行にあたり時間単位
年休の取得を対象に含めることを提案
している。

マイナンバーを活用して 
雇用保険手続きの簡素化を

　2021年度の新規の要望としては、
①雇用保険各種通知書（被保険者通知
用）の電子化②雇用保険手続きの添付
書類省略③コロナにより解雇・帰国困
難となった技能実習生等の製造業３分
野での就業④在宅勤務手当の「割増賃
金の基礎となる賃金」除外項目への追
加――などを掲げている。
　雇用保険手続きにおいて、被保険者
用に発行される書類は公共職業安定所
から事業主に電子または郵送で通知・
配布されることとなっており、そこか
ら事業主はメール（郵送）等で被保険
者に送付している。要望は、その業務
負担が過度となり、人事担当者の生産
性向上の妨げになっているとして、雇
用保険手続きにおいてハローワークが
被保険者用に発行する書類を、被保険
者本人がマイナンバーのポータルサイ
トで直接確認できるようにすべきとし
ている。
　これにより、事業主にとっては、ハ
ローワークから被保険者用に発行され
る書類について被保険者へ送付する事
務を廃止することが可能となり、被保
険者にとっては、書面を紛失するリス

クがなくなるとともに、いつでも自身
の情報を確認することができ、利便性
が向上するとしている。
　支給手続きに必要となる添付書類に
ついては、受給資格や育児休業の事実
を確認するための公的書類の写しが求
められるが、このような添付書類は既
に行政機関が保有している情報である
ことから、事業者が既に提出した社員
のマイナンバーを活用して行政機関間
の情報連携を図り、添付書類の提出を
不要とすべきとしている。

製造業３分野での技能実習生の
他分野からの再就職を要望

　コロナ禍で実習が継続困難となり解
雇・帰国困難となった技能実習生等は、
技能実習時と同一の職種もしくは特定
産業分野（特定技能制度14分野）に
おいて、在留資格「特定活動」の許可
を得て、就業することが可能となって
いる。
　ただし製造業３分野（素形材産業、
産業機械製造業、電気・電子情報関連
産業）については、製造業各分野で対
象となっている業務区分（職種）で勤
務・実習中に解雇されたものに限られ
ており、他分野から製造業に再就職す
ることは認められていない。同分野を
所管する経済産業省によれば、安全上
の理由から認めないとされている。
　要望はこれについて、「国土交通省
が所管する建設業、造船・舶用業につ
いては、すでに他業種からの再就職が
可能であることから、安全性は製造３
分野について再就職を認めない根拠と
して十分と言えない」と指摘したうえ
で、「製造業３分野においても他業種
同様に異業種からの就業（在留資格「特
定活動」の許可）を認めるべき」と訴
えている。
　さらに、「解雇や帰国困難となった

技能実習生等は、それまで日本に在留
していたため、日本語や生活面での不
安が少ない」「就業環境の安全性を担
保した上で、これらの技能実習生等が
技能習得できる分野を増やすことがで
きれば、実習生・受入機関双方にとっ
て有益」と主張している。

割増賃金の基礎の算定から 
在宅勤務手当の除外を

　在宅勤務が普及するなか、在宅勤務
に必要な備品の購入費や通信費、光熱
費等を手当として補助する会社が増え
ている。労働基準法で「割増賃金の基
礎となる賃金」から除外できるものは、
家族手当や通勤手当等の７項目に限定
されており、在宅勤務手当は「割増賃
金の基礎となる賃金」に算入しなけれ
ばならない。
　これについて要望は、「在宅勤務手
当は、家族手当や通勤手当等と同様に、
労働とは直接関係のない個人的事情に
基づいて支払われるものと考えられる。
例えば、在宅勤務により発生する光熱
費は労働とは直接関係がない」「社内
に在宅勤務が可能な社員と可能でない
社員がいる場合、そのほかの条件をす
べて同一と仮定すると、在宅勤務が可
能な社員の方が『割増賃金の基礎とな
る賃金』が高くなり、両者間の公平性
が保たれない」と指摘する。
　そのうえで、「一定の要件の下で在
宅勤務手当を『割増賃金の基礎となる
賃金』から除外できるよう、行政解釈
で明記すべき」と主張している。一定
の用件について、具体的には①実費精
算②在宅勤務日数に応じた支給――を
提案している。


